
 交通局建設工務部「品質証明制度」実施要領 

 

制定 令和８年４月１日 ７交建工第 1985 号 

１ 品質証明制度の趣旨と目的 

   品質証明制度は、公共工事における品質確保の一層の充実を図るため、従来の施工管理・品

質管理に加えて、受注者自らが品質を保証するという考え方を新たに導入した制度である。本

制度により、受注者は工事の設計図書及び仕様書に適合していることを、自らの責任で証明す

ることが求められる。 

   本要領は、この考え方に基づき、受注者が発注者に対して適切に品質を証明するための体制・

手順・記録方法を標準化し、検査への適合性及び再現性ある品質確保を実現することを目的と

する。 

   また、本制度を適用するにあたり、受注者は工事現場において制度の運用を統括し、品質管

理及び品質証明に必要な根拠資料を整備・提出する担当者（以下、「品質証明員」という。）を

必ず選任しなければならない。品質証明員は、品質に関する説明責任を担う中心的役割を果た

す。 

   さらに、品質証明の内容・方法については、受注者が自らの責任において品質を保証すると

いう制度趣旨から、具体的な品質証明の内容・方法に関する運用は、各受注者（会社）自ら定

めるものとする。これは、各会社が自社の技術力・管理体制に応じた最適な品質証明手法を構

築することを意図したものである。なお、品質証明の内容・方法については、予め施工計画書

に記載するものとする。 

 

２ 対象工事 

   予定価格が１億円以上の土木工事 （単価契約を除く）のうち、起工担当課長が選定し、建設

工務部長が指定した工事を対象とする。 

 

３ 品質証明員の具体的業務 

   品質証明員は、 

   ・試験、検査が仕様通りに実施されているかの管理 

   ・材料証明、試験記録、写真の整理及び相互の紐づけ 

   ・完成書類の品質証明を発注者へ提出できる状態に整えること 

   を主な役割とする。そのため、次に掲げる業務を行うものとする。 

   ① 設計図書の読み込みと品質管理項目の抽出 

    例）必要試験頻度の確認、工種ごとの必要な品質証明項目のリスト化、品質管理計画書の作成 

   ② 工種ごとの品質管理の実施・確認 

    例）スランプ試験立会、供試体採取手配、強度試験結果の確認、試験管理の実施 

   ③ 資材の品質証明の収集 

    例）ミルシート、出荷証明(伝票)、試験成績書、配合証明書、二次製品の品質証明 

    ※各証明書を使用ロット・施工箇所と確実に紐づけること 

   ④ 出来形記録の整理 



    例）測定値の確認、測量データの整理、不合格時の是正記録の作成 

   ⑤ 写真管理 

    例）撮影位置・撮影内容の確認、工種別フォルダ整理、電子データの体系化 

   ⑥ 発注者の検査（完了検査、既済部分検査、中間検査）への対応 

    品質証明員は、発注者による検査における中心的な説明責任者である。 

    例）出来形資料・品質管理資料・写真台帳・材料証明の提示、検査員からの質問への回答 

   ⑦ 完成書類の品質証明書の作成 

    例）品質証明書、引渡後の注意事項、保証事項説明書の作成 

 

４ 品質証明員通知書（様式－１） 

   品質証明員を定めた場合、氏名、保有資格（資格証書の写しを添付）、経験及び経歴書を記載

した通知書 （様式－１）を監督員に提出しなければならない。ただし、監理技術者資格者証を

提示し、監督員の確認を受けた場合は、資格者証の写しの添付は不要とする。なお、品質証明

員を変更した場合も同様とする。 

   品質証明員は、当該工事に従事していない社内の者で、10 年以上の現場経験を有し、技術士

又は１級土木施工管理技士の資格を有する者とする。ただし、監督員の承諾を得た場合はこの

限りでない。 

   （補足） 

   １．「10 年以上の現場経験」とは、工期の合算ではなく、従事期間の合算とする。 

   ２． 「現場経験」とは、発注機関や携わった立場（役職等）に関係なく、現場に従事した経験

をいう。 

   ３．発注者側の監督員としての経験も含まれるものとする。 

   ４．品質証明員は、当該工事の主任（監理）技術者や現場代理人との兼務はできない。ただ

し、複数工事における品質証明員の兼務は妨げない。 

 

５ 品質証明書（様式－２） 

   品質証明員は、工事の進歩に応じて必要と認める時期、または検査（完了検査、既済部分検

査、中間検査）の事前に品質確認を行い、受注者はその結果を品質証明書（様式－２）により、

検査時までに監督員へ提出しなければならない。複数回の検査を行う場合は、検査ごとに品質

証明書（様式－２）を作成すること。実施日ごとの提出は不要であり、検査時までに監督員へ

提出すればよい。 

   なお、品質証明書には、品質証明に関する添付書類を必要としない。ただし、品質証明の根

拠となる試験成績書、材料証明、出荷証明(伝票)、配合証明書、二次製品の品質証明等の資料

は、品質証明員が整理・保存し、監督員及び検査員が提出又は提示を求めた場合には直ちに提

出又は提示しなければならない。監督員及び検査員から求めがない場合には提出又は提示を要

しない。 

 

６ 適用 

   本要領は、令和８年４月１日以降に起工する案件に適用する。 

  



注１ 経歴は、10 年以上の現場経験が判断できる記載内容とする。 
注２ 用紙は A4版縦 

  

様式－１

　　　　　　　　　
年月日：

殿

（受注者）

付をもって請負契約を締結した 工事の

品質証明員を下記のとおり定めたので、資格及び経歴を添えて通知します。

品質証明員氏名

生年月日　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　　日

資格

経歴

計

※「資格者証（写し）」を添付する。

記

工事名 職名 工期 従事期間

品　質　証　明　員　通　知　書

（発注者）

　年　　月　　日
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